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都市計画の変更について

（１）準防火地域の指定

１

１ 目的

○本地区全域に準防火地域を指定することで、防火性能
の高い建築物等の建築を促進する。
○火災発生時における延焼拡大を抑制し、効果的な難燃
都市の形成を図る。

２ 建築物の
構造

○耐火構造の建築物

火災発生時における

延焼拡大を抑制するため、

地区全域（約19.3ha）に

準防火地域を指定します。



都市計画の変更について

（１）準防火地域の指定

２

５００㎡以下
５００㎡超

１，５００㎡以下
１，５００㎡超

4階以上

3階

・耐火建築物
・準耐火建築物
・一定の技術基準
に適合 　　・耐火建築物

2階以下

木造建築は外壁や
軒裏、開口部など
に一定の防火措置
が必要。

・耐火建築物
・準耐火建築物

延面積
階数

（地階を含む）

○準防火地域における建築物の構造制限



３

都市計画の変更について

（２）地区計画の策定

→次頁イメージ参照



４

都市計画の変更について

（２）地区計画の策定

○建築物等の用途の制限
次の各号のいずれかに該当する建築物は建築してはならない。



５

都市計画の変更について

（２）地区計画の策定



６

都市計画の変更について

（２）地区計画の策定



６ 形態又は色
彩等の制限

○建築物の外壁又は屋根の色彩の制限
○屋外広告物の周辺環境景観との調和

７ 緑化率の最
低限度

○２５％

８ 垣又はさくの
構造の制限

○生垣又は透視可能なフェンスとし、基礎部分や高さを
制限

７

都市計画の変更について

（２）地区計画の策定



８

都市計画の変更について

（３）都市計画変更のスケジュール（予定）


